
それでは、だれが代理判断者として適切であろうか？  成16年7月）において、r事前に患者本人の意思が確認出来ない場合、患者本人の代わり  

に、家族や逸足△が治原方針などを決定する（代理人による章翠表示）という考え方」に  

賛成（「それでよい」イそうせざるを得ない」と回答した者）は、一般国民57％、医師67％、  

看護師62％、介誰者60％ と過半数が肯定的であり、代理判断者の－ノしとして、後見人に  

期待していることが窺える。   

また、千葉家裁による「成年後見人のしおり」にも、「被後見人の救命に必要な医療的措  

置として手術への同意を求められた場合は、同意することは差し支えないと考えられる」  

と記載されている。   

医療においては、今後の方針について緊急に決定しなければならない場面す－多く、本人・  

家族が決定できない事情がある場合は、後見人に判断を委ねなければならない場面もあり  

ぇるだろうこしかL、後見人に医療や終末期に関する決定権限がないとされている現状に  
ぉいては、以下のシ′ステムを構築することによって接見人が同意・決定をすることを可能  

にすることが考えられる。そして、その決定の適切性を担保するための第三者による審査  

システム（第三者機関、例えば「たたき台」にある委員会など）は、当然必要となるであ  

ろう。   

（∂）法定後見人の権限を拡大して、医療行為に関する同意・決定権をもたせる；  

後見人に、生活・療養者吉襲・財産管理以外に、医療行為に関す5同意決定権を  
もたせるシステムが想定される。しかしその附こは、本人の自己決定権をできるだ  

け串重する姿勢（適切な意思能力の評価・残存意思能力′、の配慮・事前指示の尊重）・  

関イ系者との十分な対話（独断の防止）により、本人の人権を擁讃し、後見人の権限  

が拡大し過ぎないよう配慮が必要である。   

（b）任意後見人の事務の内容に、「医療。ケアに関する判断」を追加する；  

自分が指名した任意後見人について、自己の医療・ケ71こついての判断・決定  

む任せることができると判断した場合は、委託する事務の内富に嘔療・ナ丁に関  

する判断」を追加する。  

（c）成年後見人とは別に医療代理人を選任するこ  

成年後見人は、今までどおり「生活・療養者讃・財産管理に関する事軌を行  

う．，医療的判断について、さらに別個に相応Lい医療代理人（HealthCareSurrogate  

orpl・OXさ′）を風壬・指名するシステムが想定される0本人に意思能力がある場合に指  

名するのであれば、米国のDPA（healthcareproxy）と同様な概念となろうo莱圧で  

は閤イ系寄掛ま様式化されておlつ、それを証人あるいは公証人の立会いのもとで記入  

するだけで承認を受けられるようになっている。  

（いのち，に関わる決定となる終末期医療の判断は、代理判断者の価値観により左右され  

る可能性があり「誰が代理判断するのか」は本人の権利擁護の観点から大変重要である。  

代理判断者代理人には、本人の「最善の利益」に基づいて意思決定をするのに最も相応し  

い人、すなわち本人の価値観・人生観を知り、最も親密で本人が信精しており、本人と利  

益相反がない人が相応しい。そのような代理判断者として①家族 ②親族 ③親友 ①成  

年後見人などが想定される。  

く家族＞；一般的には代理人とし〔最も相応Lいとして一割丁糾ザられるのが家族である0  

特に日本においては、欧米と異なり、欧米が「個人」を中心とした「個の自己決定」を重  

要視するのに対して、家族などとの「関係性の中での自己決定」が、日本の家族制度の特  

徴ゆえに伝統的に重要視され・ている。また家族の治療やケアヘの協か配慮が、結果とL  

て患者本人の利益となると考えられる。しかし、高齢者に対する虐待（介護放棄・財産的  

虐待・情緒′L理的虐待・身体的虐待）が問題となっている現在の多様な家族関係を鑑みる  

とき、必ずしも家族が真に本人の意思を反映できるのか、あるいは本人の最善の利益を推  

測・代弁できるのか疑問もある。   

また東海大学安楽死事件判決において、傍論ObiterDictul－1ではあるが、終末期におけ  

る治療行為の中止▲差し控えに際して、家族による患者意思の推定が ①家族が、患者の  

性祖・価値観・人生観等について十分に知り、その意思を的確に推定し・うる立場にあり ②  

家族が、患者の病状・清原内容・予後等について、十分な情報と正確な吉忍識をもってお11  

③家族の意思表示が、患者の立場に立った上で、実勢な考慮に基づいたもし′）であり ①医  

師が、患者又は家族をよく認識し理解する立場にある場合に許される、と主れている〔  

二こで．大変興味頂いのは、7メリカにおけるリビングウイ′し『Fl、′e済／is7－eS』において、  

家族を医療代理人に指射‾ることに／ついて以下の記述がある。．『あなたのこ七をよく知って  

おり、あなたのことを気遣ってくれ、重大な決定をすることができる人を選んでください。  

配偶者や家族は、代理人として時に最適な選択肢になり呈すが、場合によっては、掛削勺  

な問題のた捌こ最適の代理人になり得ない場合もあります。それはあなたが、一番よく知  

っていることです。あなたの代わりに、あなたの“望み”をかなえるこ・とができる人を選  

んでください。あなたが代理ノ＼を必要とするときに、そばに居れそうな人を選んでくださ  

いっ』（看者∴紆   

＜成年後見人＞，家族がいない場合、また代理判断するのに相応しい家族や関係者がい  

ない場合、成年後見人も代理判断者の一人として想封‾ることかできる。Lかし、現行法  

においては医療行為の選択・決定について、後見人の同意・j劉尺決定権については具体的  

な規定がなく、兼確立であり、現時点では、治療方針や終末期の意思決定に関する事項は  

代理権の内容に含まれないと解釈されている。   

後見人の代理判断こついての国民の喜組ま、終末期医軌こ関する調査等検討会報告書（平  
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うに代理判断者を決める  

代理判断者を決める手続きとLては、①昌、読に．［るも己ノ1①法的に隠宅順位を決ゼ豆）1  

いうものが想定さ）山号憲）。   

①ト合議によるもの∴を旅・用族・親友・成年後見人など悪意守蕪L′く近い関様に鑑定  

者が、圧痙ケアチームなごしっ助言を得て話し計∴1「ご決√・トうとし、うも二〔－であ′さ＝   

②法的に即己順位を洗直る；甥川．計で甘木ではそれに阜砿トか甘酔はないが、丁メ1  

カにおいては代理人にじエラ小∴卜、（J汝肘掛甘）があ壬川がせ亮一「枇こば▼トノ＝  

州なごにおいては法律専一l慄→配偶者一成人した子供「鞘現一潮椛爪川副立となり  

また、政治宗鋸鉦争を書き・起二し上テリー～・シャイ］塁別井か行上汁い∵フロリ与川も  
代∫酎＼、に医先順位があるためトー、輔酎ヰ猥よ卜き一幸い主張か認直られた上いう事  

情がしも））そ㍉っまたヒコニラノi、－∵小イ∵ししぺ∴ノ∴‥ 二「「川に」ゴトて〈てし削」吊イ）代J埋人  
として相応し」ノしノ1かを圧砕トー＿し、が硯無壬し丁帖叶すユニ土二7＼L二㌔ノ  

従＝にの代理人〔？役割は、本人意思り庄吉も含めて）を代理人の判断で未明し、そ九が   

本人意思とさ二11‡，ほ力異が直接本人に孜ぷ）もの、謂わば‘本人の権利の柿間］の拡張   

と保講）とならものであったっ Lかしこの「終末期医痛に甘ナる意思決定」で想定し  

い＼る代理人の役割は、従前の本人の権利の拡張と悍誰という観点の他に、間撞着牒   

して、コミュニムー－ショノ の中心となう、謂わば‘調矧蓋紆 をも担う右打1ごあり、従前   

しつ†七埋人の機能とは異なる役割を持つ寸」けであるといえるL，  

ステップく2＞倫理委員会；多専門瞞緩かちなる倫理委貝会が、上記く1ンの牒蘭に二lこ三い  

て決定された結果が埴切であるかどうかを撞音L．必要が埴汀けが裾言を行うというむ  

（．りであるく また協議にぉいて訃音が得方舟′なかった場合に虹，今榛の冶拝方針につい  

て1針討・助言を行う」．委員会は、モニての決左内宕を強要rlる「決定粍関」t二しノてよ  

L－は「怒査J「旦わ言」しっ椛能宣・中心上す∴きてぁろ〕1、の問イ系朝謂の協議結黙と、  

直協に 委員会の結論が異なった場合に√ま、＼ニュニの間接者聞詣妻し戻し〔 、一編理委員  

会の意見を再牒詔してもらう必要があ’三）「 

委員会の祥械1∵′ノ、rに・「－いては、「たたぎ台，医療・ナ「’＝トー▼⊥、上同様の頂掛フ〕専門  

敵うヰな5委員会」では基本的に匡痛了～l；事者の．キが中′〔ノと7」二・・十てしま、‾β⊂ 従ノニ・川こ「仁  

lこおけも倫理委貴会1再el・rliscll〕1＝lご11・＼′etlllC5川ユ111111ttしIe（三抑ほざノり1損1ミ ＼－【ニトって  

【」7試臨庁【r一丁、や躊拝畔モに一升ナ‘÷、L（ホ】哩「甘晰憤に間十ろ閑㌧唱’につし て叫言て与そ＿モノ筆J∋至Tl∫いこIf浦→ノ   

← L「了、匡朝・舌律師・、′）、り「一㌔ト・零細ミ■＝辛苦－√打封間洋書卜一般市民左どか想有ふ虹∴」制動  

±Lて∵り誉吾帰り尽甘早熟町ヤ引J▼ 塗同誓、考ナ∴1欄二，。＝ハメ ′・－1】細抑机1中古的第三占  

力三参加でさ、－き明柏三が確伴1．h、∵二り土市性が7確悍てきモトヒ′lぎ、1二項ノ三三ノ、  

こ面責両  匝巫巧  
三工1竺⊥ヨ」 

＿ 
が決注されてご、そ和い酎脚音刊至辛的吊烏ほ仁万肯してい畑＼喘旨＼  「代理判断音」  

÷し′てlいLr〕七〕〉 に問わる酎、ノ（［決定で【‡川、－一して洗わるにはあま侶こ責任が麗過きユ  

リ鰭じる腸蕎、ふるいは拉に甘掛川朗者小過度二百」ヨ′〔n川潤硯を叩しイ引；ユ噺三し1」しt㌻ノ1〕し  
し1・1つノlそこて、tノ下〔′〕二つ（フノ〉1ナノプレ、い裾雪三コンけノEう     コ、、ノ㈲ヨ攣  

員主）を想宣し 絡ヰ津別㌢塵にl椚一伸二甘ノ＼ノハ裾ノし、役割につい－う二＼」い上∴ソニし＼上告‡1u  

ノレニ】二山ション（正2卜関係者によぅ協議．i筆圧÷ノい：J二「代理判照  フ、テンプくト＞愉埋コンサ   

昔」を・1心±しノて，割卜純扶七左いけい手た見ノノL＝と  圧庫ナ∵ヰ、∴叫≡子年  

門的音見を肺キなかノニ 撞り酎瑚」J言を一章【仁1咋け用痛けェi1に1い∴情凝∴弓∵二ニー  

でぁろL ニレ〉、瀾掛二二i二；い二十ヒ全ての閑住着け対零式脂椙∴守ハ、医療ケアニトー⊥立＝  

位に立ら喜且を拍LHけて卜Lならブ王い匿酎7－17ニト∴u、ふ閲採満守｛1圧回斬て  

きるように1）かりヤすノニにi三手勅封実を銅価L、計甘木肱賀すろ治樺方針ニノニいて1』  

解を計5よ二）雪子～∴る必要はあるか、モう1を柿票・掛朴「ケ軽度は禁物てあら 圧痘ケ  

「ニ羊一一ムは旭学的事熟ま同じてかって1、そ」い二㍊す÷備げ紺」肺胞判断烏ノ、、に上っ  

て異なろ塙台がせ沃」二±を十うナに心に忠予て置く必至即てこiノ・ン三 

そ（ひ若者に成年接見人かいシ罵言には、モjt煮て‘筈許び二L身上書三村二剛二り ご、下し一つ  

いて嘉子〕いこ拙バ射て1てい三†－ノ、上し、、、1宥読奉加ほ÷莞り∴－＼手／、－一三う〔  

Lたがてし、代丹ノ、、．＝U埋李朝木着）（ユ、岸＝烏有問J∴吉見√フ、湖誓Lノ、］「L、王 ▲‥J『同ポ中  

の王席』√＝」ごユニj′－“ション桝コい 上しての役割を担うこいこなむ 二1いこよ（川  

】望人本ノ、、′‡粍・剛巾ノ〔＝、そfしさ、れり齢り串はノ二、1釦争↑童÷小結薄されてことにな  

ゝJ㌧  
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より望ましい「終末期医療に関するガイドライン」  

①上記の代理判断者を中心とする家族・親族・後見人・医療ケアチーム・倫理助言者   

などからなる協議会における決定内料」／→いて、倫理蔓畏会がその漸卵生を評価す  

る。  

②上記の代理判断者を中心とする家族・親族・後見人・医療ケアチーム・倫理助言者   

などからなる協議会において、結論が得られなかった場合＼倫理委員会は今後の治   

療方針について検討し助言を与える。またその助言の内容を、代理判断者を中心と   

する協議会に差し戻し、再検討をしてもらう。  

（1）患者が意思表示できる場合   

①専門的な医学的検討を踏まえた上でインフォームドコンセントに基づく患者の意  

思決定を基本とし、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームとし  

て行う。   

②治療方針の決定に際し、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、患者が意思  

決定を行い、その合意内容を文書にまとめておくものとする。  

上記の場創・ま、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、  

その都度説明し患者の意思の再手塩詔左一行うことが必要である＝  

（2）患者が意思表示できない場合  

患者が意思表示できない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの参  

加のもとに、倫理コンサルテーションを受けながら、代理半Ij断者が中心となり、家  

族・親族・後見人・友人などと協議をする。代理判断者となる者は各関係者間のコ  

ミュニケmションを十分はかり、意見調整をはかる。   

①代理判断者を家族・親戚・後見人・友人など患者本人の関係者のゃから決める。  

②代理判断者を中心として、医療・ケアチームの参加のもとに、家族・親戚・後見人・  

ンサルテーションを実  友人など患者の関係者間で、十分な協議をする。また  倫理コ   

施するに相応しい人材の参加も求める。ニの際、代理人は、関係者間の意見の調整  

の中心となる。   

＝車前指示∴患者に事前指示がある場合は、基本的には、その事前指示に従  

う。しかし、その事前指示が「現在の患者の最善の利益」に適わないことの  

意見の一致がある場合は、参加可能な関係者全員で協言歳を十る。   

u）代行判断；家族・親族・後見人・友人などの関係者および、医療・ケアチ  

ーム・倫理関係者などの協議において、「ニのような場合であれば、当該患者  

はどのようなことを望んだであろうか」という患者意思の推定をする。．   

山）最善の利益判断；患者意思の推定が出来ない場合には、医療ケアチームの  

助言および倫理コンサルテーションを参考にして、患者にとって最善の利益  

を、家族・規族・後見人・友人などが協議をする。この際、医療ケアチ‾ム  

による医学的事実判断およぴ、倫理コンサ′レテーションによる倫理的価値判  

断の両者につき、患者の価値観・人生観を考直し実勢に考えることが必要で  

ある。．  

（3）＝多専門職確からな  る倫理委員会の設置  

医療関係者を含め、ソーシャルワーカー・法律関係者■倫理関係者・福祉関係者・  

一般市民など多職種からなる倫理委員会を別途設置し、第三者の視点を取り入れ、  

決定内容の適切性の審査および助言を行う。  

－75－  
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40代、女性、医療機関職員（医療事務）  

2．ご意見につし㌔て（※ 記入の方法は、参考例を参照ください0）  

（‘け ご意見を提出される点  

日章号：Ⅲ4  たたき台（3）  

上記にこにいて含意が得られない場合  

⇒直積ケアチームと同様の複敬の専門職からなる委貴会を別途設置し†童討・助言   

『医榛・ナアチーム』と同様の複数の専門職の意味するところは、たと′モそれが多職  

種であっても、基本的には医療従事者であることを意味すかしの17あろうっ  

（：〕）委員会の問題点  

・委員会の構成メンバー が医療従事者中心である。医学的事実判断」だりであれば、  

医療従事者中心の委員会でもよいが、「倫理的価値判断」は、他の階位（法律・倫  

理など）も入ることにより、より適切なものになる。ひとり軋人間の「生」「死」  

に関わる終末期医療における判断fま、単に r医竿的事実判断」のみ、Fはないはず  

である。  

アメリカのカレン・ク ーンラン裁判（1976）におし、、て、『第三者の視点を取り入／れ  

た倫理委員会と家族・【至療関係者の合意がある堤合は、今後、延命治凰こ関する  

意思決定を裁判所に仰ぐ必要はない』としているが、やはり、この度横間係者以  

外の第三者の視点の重要性は見落としノてはならないものてこある。  
′ 

石上 二′ト璃号∴ F㌢打て■シ「倫理誓言弐ニ∴1、評ナ1ト十モ∴▼  粕ト」て∴ ノ、丁  

二、ハト、ナニき台に仁㍑  」け∴∵‾】【手早‡三」二しご二理ロ‡ごゴニニ∴トミっL  

・委員会の役割について、「検討・助言」で虻拍引まよいか、「強制・強要」になるこ  

とは避けなければならない。  

対内的には委員会の判断が、医療ケアチームの決定内雲に L㌻三塁イ1き’を与える  

結果となる危険性がある。また対外的には「委員会まてノ〕くって∴皆で合議した  

のであるから、その結論は正Lい」ということをアピールす≡ノニとにな5「、  

ト人で決めない1」は正Lいが、「みんなで決めナい調布くなし＝」は必ずLも正  

しくない場合がある。その決定内容の正当性・公正性は、偶成メンバ十側何に  

よることになる。構成メンバーに偏りがあってはならないのである。   

また、本人と代理判断者の意思決定内宕が異なる可能性むあ意ことに留意しておく必要  

がある。患者本人と代理ノ′■＼との問の意見の〉致度を調べた研究（SeckユerA玉】h′Ielel、DJう）で  

は、「もしノ自分が認知症で、仁丹Rが必要となる事態が生じた場合、CrRを受けたいかり」  

という問いに対Lて、患者本人と家族の一致度；6呂？′乙、 患者本人と主治医の－一散度，  

59％と、あまり高くなく、悪者とそれを取り巻く人士ノニの事前の対話・話し合いの重要  

性が示唆されている。  

（2）ご意見  

「事前に患者本人の意思が確認できない場合、患者本人の代わり   

に、家族や後見人が治療方針などを決定する（代理人による意思   

表示）という考え方には∴過半数の者が「それでよし、－ゝ」・．または「そ   

うせざるを得なし、七」と回答しており．肯定的である（娘5’7％   

匡6フサら．．看62％、′介60％）し巳旦⊥）。代理人よこしては配偶   

者を上げる者が多い（般63軋．医73％、看66％、介63％）  

（旦ユエ）が一、医師をはじめ宣する医療関係者は＼代理人の意見  

の取扱し、もについて、十分な意見交換を踏まえて、－・－－1軍に機械的に   

扱うのではなく．慎重に判断する必要がある。」を・本当に戸籍と   

かの法律の関係だけではなくて、患者の望む人であ／るべきだと思   

います。  

」  

－77一  
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その他医療関係職種  40歳代、男性、   
70歳以上、女性、その他医療関係職種  

2．ご意見について（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。）  

（1）ご意見を提出される点  

2．ご意見について（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。）   

（1）ご意見を提出される点  

㊥項目番号：2（t）②  

㊥内 容 ：患者が意思決定を行い、文書にまとめる  

について  

（2）ご意見  

（2） ご意見  
1一①  

「患者の意思決定を踏まえて」となっていますが、当然ながら患者の意思は  
「大前提」とし、医療・ケアチームの判断は、その患者の決定が医学的に妥  
当てあるかどうか（たとえば、十分に社会生活への復帰が可能ゼあるにもか  

かわらず、治療を放棄している等）程度にとどめる0  

1一③  

「積極的安楽死」という用語は、わが国では定義が明確になっていないため、  

ガイドライン上に掲げるのはふさわしくないと思われる。また、オランダの  
安禁死法等をあまりよく受け止められていない風潮があるが、実際には非常  
にきびしい規定になっており、かつ、安楽死の要請の3分の2は医師によっ  
て拒否されていること等を鑑みれば＼わが国においても、言蓋論の端緒につい  

てもいい時期に某ているのではないかと考えるロ  

2－（一1）－（D  

ここでも．，「患者の意思決定を基本とし」となっているが、－～一①と同様、患  
者の決定をいかにかなえる事ができるかが、医療。ケアチームの役割となっ  

ていくと思われる。  

2一（1〕一②  

これまでの主張と同じく、「合意内容」という言葉には違和惑を覚える0  

患者の意思確認文書を法的に有効なものにするために。  

患者の意思確認を証明する文書には、下記の著名人の署名を必須とする。  

① 患者本人（必ず署名、印鑑のみは不可）  

② 家族（夫婦）、主治医、文書の作成に関係した医療関係者、その他患者と  

相続権、財産権を有するものを除く第三者の有識者。  

③ ②の署名者が見つからない場合は、公証人、弁護士など。  

ただし  

④患者が上記の意思決定文書を全文自筆して作成した場合には、立会人の署  

名は必ずしも必要としない。死亡選択遺書として遺言書と同等に扱う。  

理由：  

終末医療の選択は、患者本人の意思によるもので、その意思を確認する者は、  

患者と社会的に独立した第三者でなければならない。  
：  

上記の例文は、アメリカで法制定をしている幾つかの州の文書を参考に、最  

大公約的な文章例として提案するものである。  

家族を除外するのは、日本の実情に合わないという違和感もあるが、高齢者  

の場合、現状の社会情勢をみると、家族間の立場の違いにより、必ずしも患  

者本人の意思を支持するものにならないばかりか、親族間で精神的葛藤を生  

む弊害が生ずる恐れがある。  

ある大学病院の医学倫理委員会、自然科学分野の倫理委員として、調査段階  

での意見です。  

2－（2）  

①、②、③すべてにおいて、「患者にとっての最善の治療方針をとる」と書か  

れているが、非常に当たり前のことであり、また、このような具体性のない  

表現はガイドラインに相応し〈ない。  

重ねて、少なくとも、①の「推定意思」は患者本人の意思と同等に取り扱う  

べきと捉えている。  

2－（3）  

この委員会の設置に意を唱えるつもりはないが、小規模の施設では非常に国  

禁佳であることをご承知おきいただきたいロ  

2の全般として  

患者の意思確認の可否で記述を分けているが、より積極的に意思確認を得ら  

れるような方策が必要であると考える0たとえば、介護保険施設入所時の事  

前指定書の有無の確認等。  

ー80－   



男性、医療機関  
「㌻百恵元  

2．ご意見について（※ 記入の方法は、参考例を参照くださいc）  
2．ご意見につし、て（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。）   

（り ご意見を提出される点  
（邑）ご意見を提出される点  

‾「‾－一 

「  
塁㌔〟  l⑳項目苧号  

㊤項目番号：2（2）   
について  

㊤内 容 二患者の意思の確認が出来ない場合 について  

（2） ご意見  （2）ご意見   

【‾‾ 「  「 、  ＊ 治療方針の決定に隠し、患者と医療従事者とがb  

「自分で医療内容の希望が表明できなくなった時には、家族ではな   

く、本人が指名する代理人（婚姻外関係であっても実勢生活などを－   

共にする自分のパ～トナー）が代理行為をする」   

とガイドラインに明記してください′⊃   

私は女性同士のかソプルで、パ・－…トナーとハ年一緒に暮らしてい   

ます。払のパートナーは、私の身の回りのことや、手続きなど、   

私の家族、親族よりもよく知っています。   

入院の際は一緒に付き添ってもらいたいですし、もし、自分で医   

療内容の希望が表明できない場合、私のパートナーに治療方針を  

上記は患者のみに限定しているが、患者とその関係者にした方がよ  

いと思われます∪愚者のみでは関係者の意思が十分確認できなし＼ゝと  

思います．。以下の文でこの頃冒ですべて同じことです口   

重本的な考え方で、この内冒では、患者の意思が確認できる場合とでき  
ない場合にはじめから書けてし、るが、終末期に眉Lてははじめ力＼ら終末期  

医療についての意見を必要とす′引本制を構築す5／・こきと考えます∩  

〔  

めてもらいたいです。   

しかL、彼女は、私とは法律上は家族ではありません。家族のみ   

が代理行為をする、と決まってしまうと、彼女に医療方針を決め   

てもらえないということになってしまいます。  

1  ＿ γゝ｝」  

－81－  
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30代、男性、社会福祉関係  

30代、男性、社会福祉関係  2・ご意見について（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。）  

（り ご意見を提出される点  2・ご意見について（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。）  

（り ご意見を提出される点  

（2）ご意見   

（2） ご意見   医療行為の意思決定を自らできないときに、助言を求める対象を家族と  

限定するのではなく、患者が事前に決定しておいた代行者によって意思決  
定ができるシステムにLてほしい。   

患者が事前に決定していなくても．患者が日ごろつきあいがあり、患者  

の現状を理解している者が、医療行為の意思決定に参画できるようなシス  

テムにしてほしい。  

医療行為の意思決定を自らできないときに、助言を求める対象を家族と  

限定するのではなく、患者が事前に決定しておいた代行者によって意思決  

定ができるシステムにしてほしい。   

患者が事前に決定していなくても、患者が日ごろつきあいがあり、唐音  

の現状を理解している者が、医療行為の意思決定に参画できるようなシス  

テムにしてほしい。  

ー83－  
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社会福祉関係  40代、女性、   

2．ご意見について（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。）   

（1） ご意見を提出される点  

「
l
」
 
 

⑳項目番号：   ‾j  

＝）ご意見を提出される点  

：終末期医療およぴケアのあり方 につし＼て   

：い －・t  

（2） ご意見  

◇項目番号：2（‾＝  

：患者の意思の確認ができる場合について  、二：．〉内 苓  

①終末期における医療内容の開始、変更、中止等は、医芋的妥当性と適切性を  

基に患者の意思決定を踏まえて、多幸門職種の医療従事者から構成される医療∩  

ケアチ仙ムによっで慎重に判断すべきである。  

l‾変更」「中止」の内容については、疾患により細かく検討する必要があ  

る。たとえば．．ALSにおし、↓ては人工呼吸療法の中止も想定されるたtわ、各疾憲ごと  

のかげラインの作成、および総括的なガイドラインである本文中にもその旨の記  

載が必要と思われる。   

（き可能な限り療病やその他の不快な症状を緩和し、患者口家族の精神的自社会  
的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行うことが必要である。  

「社会的な彊臥1の文言は評価できる。（他の言い方でもよい）   

③どのような場合であっても、「積極的安禁死」や自殺君助等の死を目的としノた行  

為は医療としては認められなし＼「 

作為的な治療の不開始も死を目白勺とした行為ではある。「消極的安楽死」と  

いわれるようなケースであっても、本人が人工呼吸治療や経菅栄養を望んでし’、た  

にもかかわらず開始されない「消極的安楽死」は認められないとする文言を入れ  

手欲しい。治療の不問始は現在も認められているとされているが、ALSでは本人  

が治療を希望していたにもかかわらず、あるし、は直前に開始を希望したり不問始  

の意思撤回したりしたにも関わらず、「意思決定能力がない」と（家族の意思を受  

けた）医師によい判定され、治療が開始されないことが多々あり、問題になってい  

る。  

見
 
 

億
 
 

こ
 
 
 ー  「  

＊ 文章作成に際して、何度も書き換えができること  

患者の意思の再確認の方法もガイドラインに明文化されるとよい。  
一度、事前指示書を書いてしまったら、書き直せないと思い込む患者は少なくない  

からである。  

障害等で自筆で文章の作成や訂正ができなし＼者や、自力で移動ができない  

ために家族等に依頼しなければ通院できない者の、文章書き換えや意思撤回の  

権利については、疾患や障害ごとに十分な配慮が求められる。  

喜前指示書の書き換えにコストがかから7ょいようにすること。、  

医師の診零時以外にも事前指示書の書き換えができなければならないし、  

亡（頭による意思撤回も有効とすべきである。  

事前指示書が複写、力一ド化されたものが関係部署に劇斉配布されている  

病院もあるが、患者のプライバシー保護¢笹島からも思わし〈ない。事前指示どお  

リの医療が確実に遂行されるための配慮というが、原杢  

．；＿・．・・・－・，－、・・．・こ」・ －‥  

事前指示書はインフォームドコンセントの「同時性」と「対話性＿1によr」作成されるも  

のでなければならない。  

t山＿、一、～【－＿、  

－85－  
－86…   



（1） ご意見を提出される点  
（1）ご意見を提出される点  

（2） ご意見  
（2） ご意見  

＊ 家族の範囲やこの場合の定義について明確にする必要がある。患者の意思  

をもっともよく推定できるとされる者が、婚姻関係にない着で血縁者から家族とみ  

なされない場合はどうするのか。  

＊ 家族の範囲や定義について検討する。  

＊ 患者にとっての「最善の利益」「最善の治療方針」は意味が曖昧である。  

認知症をはじめ、意識障害、精神障害、知的障害、自己被害者、単なる高  

齢など医療に関する意思決定ができない人それぞれのケアの多様性の観点から  

も、ひとくくりにはできない。   

意思確認ができない、といっても、意思伝達の方法がないだけで、内面の自律  

性は保たれているとわかっているか想定できる場合、（神経難病や事故後のロック  

トインに相当するケース）や患者の「意思確認ができない」とするか否かの判断  

は、結局は医師の裁量に任されると思われる。  

＊ 医療チームと家族との間で合意が得られない場合はどうするのか？  

＊ 複数の専門職からなる委員会は、医療専門職に限定しないこと。  

＊ 患者の視点から意見を述べられる者を広く採用すること。  

－87－  
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40代、男性、 社会福祉関係  

Fr州1：  轡  

Senと：應晒泡盛  （1）こ意見を提出される点  

⑳項目番号：2tl〕  

◇内 容 患者の意思の確認ができない場合について  

（2）ご意見  

※ご意見をご自由に記載してください。  

わたしは医療閤牒看ではな〈、介護福祉職を生業としております。  

てすから、今回のテーマである「終末期医療に関する‥・」という内容に踏み込んだ発言が  

有効なのかわかりませんが、わたくしどものクループ・ホームでは、（規模は非常に小さいですが）  

利用者の死までを含む、医療関係者も巻き込んだ「ターミナル・ケア」について、検討を始めています。  

まだ絹に就いたはかりではありますが。分野は異なりますが、心が動きましたので書いてみることに  

しました。  

痴呆老人の方々のポケ方には100人いれほ100通りのポケ方があります。もちろん、様態によって  

何章重類かに分けることは可能でしょう。ただ、それは本の種類を分類しただけで、中身はまったく読居れて  

いちい、ということに似ています。1〔）0人100接の痴呆にどう介護職として対応していったらよいのか、  

また、その方たちの最後に訪れる「死にぎま」まて、どうお付き合いしていったらいいのか、非常に繊細な  

問題ですし、一個の生命が消えることへの感慨も、介護する側には各人櫓榛でしょう。理性的に考える人、  

感情的になってしまうノし、表面上は悲しみに〈れていても、実際は他人の死に対して無関心な人もいるばすて  

す〔  

それでは紺って、「家族」の倒はどうだろう、と、ない即恵を絞って思うに、もちろん身近な人を失うわけですから  

悲しれ苦悩、不条理、怒り、無感動状態、うつ的な気分右とが、一般的に引き起こされることでありましょう。  

耐える、また、他の仕事に没頭する、などの悲しみの願し方もあるかもしれません。  

きうした家族もUっ〈るめた「死」の共有は、「介護」と「医療」の現場とは、まったく様相を異にすることでしょうし、  

そうした相違のとちらがよいか、というような比較は不可能ですし、すべきではあっません。  

欧州では「安楽死法」、「尊敬死法」といった各法が備わっていますが、社会環境や、人権に対する考え方が  

まったく這う日本で、直持参者にてきる部分はあまりないと思います。たた、なせ、モうした法律が成立し、  

棺勤しているのか、といった問いを持つこと、そしてそれに対する答えを見出すことはてきるでしょうし大切な  

問題かと思っております。  

たたL．、そうした法に紗〕すぎた結果、介護や医療の現場が、人の安楽死や尊巌死の量産工場に7占ってしまっ  

ても  

匡凹ますj3。  

Subject＝「終末期医療に関するガイドライン（たたき台）」   

l「終末期医療に関するプHドライン（たたき台ル＼のご意見募集  

このたびは、「終末期医療に関するカイトライン（たたき台）」にご意見を吉遅出いただき、ありがとうございます。以  

下の要矧こ沿ってご意見を提出いたたきますよう、よろし〈お願いします。  

卜こ自身の属性について（※ 必ずこ記入くたさし ＼。）  

①年齢：4 し※下記より対応する室妄号をご記入くたさい。）  

②性別▲2 し※下記より対応する番号をご記入〈たさい。）  

③職業▲19（※下記より対応する番号をこ記入〈ださい。J  

120歳未満2 20代3∴和代ヰ ∠0代  

5、5［汁ヒ6 6D代7 70歳jニ1上  

1女性2 男性  

く医療関係者＞  

1医療機関経営2 医療†憲間職員（医療事務）3 医師（勤酢  

4 医師（開業）5 歯科医師し勤務）6 歯科医師（開業）  

7 看護師8，准看護帥9 保但師  

1n助産師1仁真剤師（薬局勤掛12 薬剤師（病院勃発）  

けモの他医療関係職種  

く医療関係者以外＞  

14 会社員15 会社役員16 自営業  

17 公務員 柑 教員19 社会福祉関係  

20 パートアルハイト21学生22 翻談  

2 ご意見について（※記入の方法は、参考例を参照〈たさい。）  

（1）こ意見を提出される点  

◇項目番号 2（3）  

▼り内容「多専門臓短から右る委員会の設置」について  

し2）こ意見  

参考・記入側  

例患者の意思の確言君が〔やちしり男台についてこ意見をいた亡く場合  

－89一  
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40代、男性、社会福祉関係   

2．ご意見について（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。）   

（1）ご意見を提出される点  
わたしが思うことは、r終末医療」という分野を作る必要が、果たしてあるのかどうか・■・、ということと、   

もし「終末期医療」というガイドラインを立ち上げるとするなら、それは医療の分野だけではなく、哲学、倫理、宗   

教   

まで巻き込んだ考慮を優先す′■くさてしょう。「死」は各国によって、受け入れ方が遣い手すが、精神的であったり、   

宗教的であったり  

様々ですし、はじめにも述べましたように、それぞれ、死にゆく人たちには、それぞれまった〈違う「死」に対する   

想いがあること、受け入れられない人もいますし、まして意識のない人にとって、「死」、とはそれ自体、すでに  

事実としては受け入れることが不可能なこととなっている状態です。個人という主体（「実存」と言い換えてもい  

いでしょう。）を問題とするとき、彼、あるいは彼女の生の終わり方については、医療的な処置とか、法律的な扱  

いなどは芥子粒ほどの威力もないでしょう。わたしは、人という存在とその終焉よりも、「医療」のほうに天秤が傾   

〈ことが解せません。  

本来「死」とは無縁である社会的な要因（家族、地域、国の主義、金珪石ど）が絡むので、  

やむなく「終末期医療」なる人工的な方法を「発明」するしかないのではないのか、「終末期医療」のガイドライ   

ンとは  

とりもなおさず、そうして「開発・発明」された道具の使い方を示すものにすぎ右いのではないのか、ただそれだけ   

のために。  

もし「医療現場」が主体となって動く、という前提なら、「死にゆ〈もの」の近親者たち1ま、有無を云わずに、医療  

者の  

発言に従うことでしよう。  

もとより、ここまで書いてきて、「医療」が主となることが、すでに前提になっている、と  

気づ〈とき、r死につつある者」への配慮は、非常に傲慢であり、暴力的であると考えます。  

そうした方法は方法として、あっても、モれは仕方のないことでしょうし、そういう方法を必要とし、すがりたい人も  

いるわけですから、「悪法も法」として、存在する意味はあるでしょう。わたしが危惧することといえぽ、この方イドラ  

イン  

に依拠した法には、「均質的ヰ均的」日本人が陥りやすい傾向を、強く含んだ内容になって〈るのではないか、  

という  

この一点です。また、委員会の下した経過や結論は、亡〈なった家族なりに開示することは義務として決めるべ  

きだと  

考えます。  

密±：≡≡害亀  

偏艶b紗  

（2） ご意見  

「自分で医療内容の希望が表明できなくなった時には、   

家族ではなく、本人が指名する代理人（婚姻外関係であっても   

実生活などを共にする自分のパートナー）が代理行為をする」、   

とガイドラインで明記してください。   

私は男性同性愛者です。パートナーともう15年以上一緒に暮ら   

しています。お互いの両親は同居していることは知っていても、   

ニ人が同性愛者で生活の全てを共にしていることまでは知りませ   

ん。残念ながら家族に話すための勇気を内なる偏見が邪魔してし   

まうのです。15年一緒に暮らしたパ叫トナ・一になにかあったら   

どうしようかと最近は弓重く思います。最終医療の際の面会や意思   

の代理行為など認めていっていただき、少しでも安心できるこれ   

からの生活を強く求めます。よろしくご検討下さい。  

－91－  
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歳代、女性、社会福  
60歳代、男性、社会福祉関係  

2．ご意見について（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。〕  

（j）ご意見を提出される点  

2．ご意見につし＼て（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。）  

（1） ご意見を提出される点  

乱
札
 
 

t㊨項目番号‥  はじめに他  ⑳項目番号二  

⑳内 容 ：終末期医療及びケアあり方  について  理念を明示する  の概念   ⑳内 容：①   終末期医療  

把握  について  思  （紗  ②意  

（2） ご意見   

（2） ご意見  
1．「終末期医療に関するガイドライン」は、介護保険制度の「看取り介護」   

においても適用されるものと解してよいか．っ  

2 介護保険制度では対象者を「医師が一般的に認められている医学的知見  

l、か1′ドラインとは指せ「ゥ目茸≡ 判断基準です。にしては抽象的で、広  

く関係者、国民の間の言蓋論のたたき台としては役に立ちにくい内容だ  

と悉じました 

2、 はじめに「終末期医痛とは」との概念や理念が具体的に明示されない  
と、Ⅳ船団民は議論できません。また医療従事者も各自の判断が多様  

で基準が不銃Ⅶになる恐れがあります。咽短の見込みのない末期状態  

の患者に対する医療内容の決定手続きや患者の意思の確認方法なと」  

とありますが、医療現場で終末期医療とは具体的にどんな状態を指す  

のか、そして、どのような医標行為がなされるのか、現状とあるべき  

婆、倫理レ哲学を踏まえてたたき台が明示されるべきだと思います。  

基本理念があって、その理念を実践するために異体日勺にガイドライン  

の細目が決定されるのだと思います。  

3、全体に流れる基調が、医療従事者寄りです．）主体はあくまでも患者∩  
家族及びその間係看です。医療上ケアチnムは、その意思を医学自ノ引二  

に基づき回復の見込みがないと診断したもの」（厚生省告示第23号【平  

成12年2月10日）としているが、回この内容を想定しているのか。  

13・ガイドライン（たたき台）では「多専門職種の医療従事者から構成される   

医療dケアチームによって慎重に判断すべきである。」とあり、判断基準   

は′持に示されていないがこれを示すべきではないか。  

4．介護老人福祉施設においては「多専門職桂の医療従事者」に介護従事者   

を含めてよいか。  

5．介護保障制度の「看取り介護」では、医師の診断に基づき多職種合同チ   

“ムを設け判断することとなっているが、介護老人福祉施設の場合、医療   

従事者は少数の医師（大多数が嘱託医師）及び看護師のみであり、医学的知   

識を有する者が少ない。その場合のガイドラインを示してほしい。  

一案として、可能な限り入院させ、その結果をもとに施設の医療hケア   

チームを設置し、「看取り介言隻」の開始を判断する方法もある。その場合、   

病院の協力が得られるよう、行政的に制度化してもらいたいゥ  

iも妥当であれば実践する役割を担う人々だと思います〇 q、 患者だHではなく、家族及び関係者まで決定手続きに関与すると思し、  
ます。岩音だけによる意思確認だけでは7よく、同居家族や、家族が離  

れて暮らしておられる場合もあります．，ライフスタイルの多様化や超  

高齢化により∬人妻らしの老若男女がおられます。また、自己決定の  

遂行を家族以外の友人やNPDなどに託す場合も出現しています。医  

療の事前指定や、護送儀礼の生前契約などの諸活動などがそれです。  

日本の現状では、家族に遠慮をされる高齢者もおられます。真の自己  

決定、患者の意思を何時、何処まで把握できるかは、医療従事者にと  

って大切な課題となっています。  

一94－   



60歳代、女性、医療機関経営・社会福祉関係  
60歳代、女性、医療機関経営・社会福祉軌系  

2．ご意見について（※ 記入の方法は、参考例を参照ください。）  

（1）ご意見を提出される点  

（1）ご意見を提出される点  

（2）ご意見  

①患者一人でインフォームを受けたとしてもどこまで理解できるか疑問で   

ある。特に専門用語を使われたら、ほとんど理解できないだろう。また、   

医療専門職から言われると反論できず、押し付けになる虞がある。  

家族も日頃接触の多い家族と遠方に住んでいる家族とでは、患者に対す   

る思い入れが異なり、ただ身元引受人に伝えればよいというものではな  

い。  

そのためにも、患者と家族全休との終末期医療を考える機会をつくる意   

味合いもあって、ある年齢に達したときに「医療の事前指定書」の制度化   

を願う。   

②患者自身が意思決定できるとは限らない。患者の意思が再確認できるとは   

限らない。同意書を誰に書いてもらうかが明記されていない。   

「医療の事前指定書」は本人と代理人2名が署名することになっている。   

事前指定書に沿って医療の内容を決定した場合、患者本人が署名できない   

状態ならば、代理人が   

署名すればよい。  

「同意書」という表現は医療者中心の表現である。「患者白身の選択」と   

いう視点がない表現である。  

（2）ご意見   

終末期になる以前に、ある年齢になったら「医療の事前指定書」を記入す  

ることを制度化することが必要である。自分がどのような医療を受けたいか、  

あるいは受けたくないかを日頃考える習慣を国民につけてもらうような取り  

組みが必諷事前指定書に関しては、気持ちが変わったらいつでも変更でき  

ることを明らかにしておく必要がある。   
医学的妥当性と適切性は医療専門職からみれば当然の思想であるが、妥当  

でかつ適切な医療を受けることが即ち患者のQOLに繋がるとは限らないこ  

とから、鹿適度重度を説明するべ  

きである。その上で、患者に選択させたほうがよい。患者が意思決定できな  

いような状態のときには事前指定書に沿うことになるが、その場含も家族に  
確認することが重要である 
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